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〈書評論文〉

ルーマ ン理論 の脱構 築

法 、 正 義 、 不 在

Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos (1 
Niklas Luhmann: Law, Justice, Society 

        (Routledge, 2010)

井 口 暁

は じめに

本書は、'Nomikoi:Critical■egalThinkers(2)"シ リーズの一部であ り、 ドイツの社会

学者ニクラス ・ルーマ ンの 「法理論」の諸成果 を整理 し、「批判的」 に検 討する ことを目

指 してい る。表題 にあるように本書は、ルーマ ンの描 き出す 「法」「正義」「社会」 とそれ

らの関係性に対 して、概念的な考察だけでな く、経験 的な考察 を加 えることも目指 してい

る。

しか し本 書の最大 の特色 は、単 なるルー マ ン法理論 の吟 味 に とどまらず、「批 判 的

critical=批 判critique」 が一体 どういうことであるのか、 という点 を根気強 く考察 してい

る点であ る。著者はそ う した考察 をふ まえて、ルーマ ン理論 を内在的に眺めようとす る。

この点で本書は、1'anti-criticalooで知 られるルーマ ン理論 と、 それ に一見反するようにみ

えるcriticalな ポジシ ョニ ングとを両立させ、 ルーマ ン理論の内部 に 「批判的視点」の可

能性 を模索す る意欲的な試みである と評価で きる。また、「不在absence」 など独 自の概

〔Dウ ェス トミンス ター大学の法学担 当の リー ダー。博士号 をロ ン ドン大学のバ ークベ ック ・カ レッ

ジで取 得。

(21同 シ リーズの 目的 は、法 に関す る思考 を展開 しかつ新 しい学際的 な法研究の発展 に貢献 した重要

な批判的理論 家の分析 を提 供す ることである。 また、法 的思考お よび法に関す る思 考に対 して大 きな影響

を与 えた理論 家を扱 うこ とで、法研究 、社 会科学、 そ して人文学の 間に よ り緊密 な対話 をもた らす こ とを

目的 としてい る(本 書冒頭 よ り)。
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念 を提起 しなが ら、そうした立場か らルーマ ンの観察を観察 し、

つ批判的な読みの可能性 を模索 している。

ルーマ ン理論の内在的か

1本 書の要約

本書 は全体 で4章 か らなっている。 まず第1章 では、本書を貫 く「,criticall'なポジシ ョ

ンの位置づ けが試み られ、後の章 でルーマ ン理論 を内在的かつ批判的に吟味す る足掛 か

りを得 る試みがな され る。そ う した考察 のなかで、「振動oscillation」 あるいは 「欺 き

cheating」 の概念が提案される。さらに後半では、オー トポイエテ ィック・ター ン後のルー

マ ン理論において、システムの概念が どう変化 したのか、 という点を軸に、 ルーマ ン理論

を構成する諸概念の整理が行 なわれている。

第2章 から法に関す る具体的な考察が行なわれる。前半では 「法のパ ラ ドックス」 を切

り口に して、ルーマ ンによる法の記述の性格が整理 される とともに、法 システムの存立の

あ り方が考察 される。さらに後半では、法の他者言及の問題が考察 される。つ まり、法は、

自らの根源的パラ ドックスを不可視化するために、法の外部、法の他者をどのように利用

するのか、そ うした 「内面化 された環境」=他 者言及は、どの ような性格をもっているのか、

とい う点が考察される。ここで本書 において中心的な役割 を担 う 「不在」 という概念が提

案 され、それを通 じて、法 と正義の関係が考察 され る。

第3章 では、法を全体社会の中に位置づけ、 よ り広い文脈から考察することが 目指 され

る。前半では、「排 除/包 摂」の概念 を切 り口に、ルーマ ンの 「全体社会society」 概念 と

その妥当性が考察される。後半では、ルーマ ン理論の重要概念である「構造的カップリング」

が扱 われる。著者は、 この概念が通常は複数の システム同士の関係か ら理解 される ところ

を、それ らシステム各 々の環境 に焦点 を当て、「環境 カップリング」 として読み込むこと

を提案する。 そして、憲法 と基本的人権 を取 り上げて経験的な考察にも立 ち入 る。

第4章 では、以上までの理論的考察 を活か しなが ら、いわゆる環境問題 に対処する法 と

しての 「環境法」が分析 される。その中で著者は、法にとっての外部=環 境が多義的であ

ることを考察す るとともに、不在概念の再検討 を行なっている。そ して、社会システムに

おける 「非発話unutterance」=「 沈黙silence」 、つ ま りコ ミュニケーシ ョン不可能な も

のに関す るコ ミュニケー ションについて理論的な考察を展開 し、本書をまとめている。

構成か らもわかるように、本書の中には注 目または検討 されるべ き論点が数多 くある。

しか し、紙幅の都合上、全ての論点 に触れることはで きない。そこで以下では、(1)ル ー

マ ン理論 における批判の位置、(2)不 在概念、(3)法 における正義の位置、 とい う3つ の
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論点に絞った上で、その内容 を要約 し、考察 を加 えたい と思 う 〔3)。

1-1ル ーマン理論における批判の位置一 振動あるいは欺 き

本書の前半 を割いて著者が取 り組 むのは、ルーマ ン理論の内部に 「批判」の空間を見つ

け出し、それを拡張することである。 しか し、批判理論 で有名なフランクフル ト学派の伝

統を継 ぐハーバマスとの対立で知 られるルーマ ンである。彼の理論が 「批判的」であると

すれば、それはいかなる意味において なのか。

著者の考 えでは、ルーマ ンが一般的な意味での批判 を拒絶するのは、彼にとって全体社

会はあ らゆ るコミュニケーシ ョンが生 じる地平であるため、批判 も必然的に全体社会の 「内

部」に位置づけ られなければならない、 という考えによる。対象 を診断 し、改善に向けて

処方 ・啓蒙するような、外在的視点の想定をルーマ ンは認めないのだ。

この点を確認 した上で著者が注 目す るのが、ルーマンのい う 「セカン ド・オーダーの観察」

(以下、SO)で ある。SOは 、他の システムがいかにして観察 しているかを観察すること(4>、

とい う意味である。著者がルーマ ンの観察概念に注 目す るのは、観察は作動 としてのみ生

じるためつねに社会内在的であ り、一般的な意味での批判において想定されているような

外在的視点 を想定 しない、 という考えによる と思われる。 しか し同時に、SOは 、観察の

観察 を通 して、フ ァー ス ト ・オー ダーの観察者(以 下、FO)に とって自然的 ・必然的に

映る世界が、その観察者の用いる特殊 な区別=観 察図式 と不可分であ り、それ故人為的 ・

偶発的な表象に過 ぎない とい う観点から、そのFOと 世界表象 を相対化 ・脱構築す る可能

性を開 く。同様 に、SOは 、いか なる観察 も何 らかの盲点を構成す ることによって可能に

なること、 さらに、その盲点 とは観察者 自身であること、従って観察者は自身を観察 しえ

ず、自己正当化 をな しえないことを知 りうる。 しか し同時にSOは 、 自身 もまた観察者で

あると認め ることで、別の観察の可能性 や、 自身に も盲点が存在することを受け入れ、 自

己 を限定づけることがで きる。要するに、社会内在的であるに もかかわ らず観察対象 を脱

自然化することがで き、 しか し同時 に自身の限定性 を認識 しうるよ うな視点の可能性 を、

SOは 切 り開くのである。 こうした利点 を整理 し、著者は、批判をSOに 関連づ ける。

しか し著者によれば、批判は単なるSOで はない。著者は以下のように述べている。

(3)ク リス ・ソー ンヒル(2010)は 本書 について、い くつか考 察の不十分 な点 を指摘 しつつ も、著者

が理論的 な考察に まで踏 み込んでい る点 、特 に ルーマ ンにおけ るパ ラ ドックス概念 や全体社会概念 等につ

いて よ く議論 してい る点 を評価 して いる。 ソー ンヒルの評価 にはお おむね賛成 で きるが、不在概念 の意義

な ど重要な論点が検討 されていない ことには不満が残 る。本稿で はそれ らの論点 につ いて検討 したい。
ω ルーマ ンに よれ ば、観察 また は言 及は、「区別 という コンテ クス トにお ける指示」 を意味 す る。

例 えばA/非Aの 区別を用 いてAを 指示 するこ とが 観察または言 及である。
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ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

批 判 的 観察 は、 セ カ ン ド ・オー ダー の観 察 者 が …… セ カ ン ド ・オ ー ダー の観 察 の 可能 性 の 条件

を観 察す る、とい うこ とを と もな う。換 言す る と、他 者が い かに して観 察す るか を観 察 す るこ と(つ

ま りセ カ ン ド ・オ ー ダー の観 察)に 加 えて、 ま さにそ の セ カ ン ド ・オ ー ダー の観 察 の文 脈 を並 行

して観 察 す るの で あ る。 そ して その 文脈 の 観 察 は、必 然 的 に 自己観 察 を含 み 含 意す る(p.21、 傍

点原 著)。

つま り著者に よれば、批判は、自己観察を必然的に含 まなければな らない。そ してそれ

を通 じて、他者に対す る自身の観察を可能にしている条件を明 らかに し、そうした反省 を

繰 り返す ことでは じめてSOは 批判た りうるのだ と著者 はいう。

では、そうした継続的な反省 は、 どの ように実現 されるのか。著者 によれば、観察者の

ポジシ ョンを不断に変化 させることによってである。 というの も、 自らの観察の可能性の

条件 を観察す るためには、初めの観察の位置か ら別の位置に移 ることが不可欠だか らだ。

しか し、そ うした移動は新たな可能性の条件を必要 とする。つま り批判 とは、休むことな

くポジシ ョンをず らし続 けること、「撤退、横断、振動 をス トップしないこと」(p.25)で

ある。このようなパフォーマ ンスは 「欺 き」 とも表現 される。

1-2シ ステムのパ ラ ドックス と不在

以上の ようなルーマ ン理論の批判的な読みの実践 において中心的な概念 となるのが 「不

在」である。著者に よれば、この概念は、ルーマ ン理論の 「脱構築的な読み」(p,6)を 可

能 にす る。その内実 に踏み込む前 に、 まずは著者が この概念を導入す る背景 として、1980

年代以降のルーマ ン理論 を確認 しておこう。

周知の とお り、ルーマ ンは80年 代前半か らオー トポイエーシスの考 えを自身の理論 に

援用 し、社会 システムが 自己を通 して自己を再生産する過程、その 自己言及性の考察に着

手 し始める。だがルーマ ンに特徴的なのは、 システムの 自己決定性、閉鎖性 を大前提 とし

つつ も、そ こに開放性 を組み込 もうとしてい る点 である(5)。 その出発点 となるのが、 自

己言及 を実行するためには、 自己を自己でない ものか ら区別で きなければならず、その意

味で、 システムは環境 を必要 とするのではないか、 とい う洞察であった。こうした閉鎖性

と開放性の論点 は、以後、数学者 ジョー ジ ・スペ ンサー=ブ ラウンの 「再参入re-entry」

の議論の援用等 によって精緻化 され、「他者言及」概念 との関連で論 じられることとなる。

再参入 とは 「区別を区別 されるもののなかに導入する」こ とであるが、 ここか ら次のよう

(5)ル ー マ ン(1984=1995)第ll章 を参 照 。
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な洞察が導かれる。一方では、 システムは システム/環 境の区別を、 自己言及/他 者言及

の区別 として内在化 し、他者言及 を通 して環境への開放性を保つ。 しか し他方で、 この区

別 を決定 しているのは当のシステム自身であ り、この レベルでは端緒の自己言及性、閉鎖

性は維持されている、 と(6)。

こう した議論を論理学的に見ると、他者言及は、システムの端緒の 自己言及性 に伴 う トー

トロジーあるいはパ ラ ドックスの問題(7)を 非対称化あるいは展開す るこ とに役立つ。 シ

ステムは環境 を所与 と見なす ことで、例 えばそれとの対比で自己を特徴づけた り、 自己変

化の要因を環境 に帰属 させてそれを正 当化 した りす ることが可能になる。他方、外的観察

者か ら見れば、この環境が システムの外部に広がる環境その もの(8)で はな く、 システム

の自己言及的な構築物であることは明 らかである。その意味で、 システムの他者言及が成

功するためには、それが 自身に内面化 され単純化 された環境への言及に過 ぎないこと、あ

るいは外的環境の側 に他者言及の相 関物が存在す るわけではないことが忘却 され、端緒の

循環性 ・自己決定性が隠蔽 される必要がある。

不在の概念 は、こうした他者言及の性格 に関連 しているといえる。 以上のような議論を

確認 した上で、著者は、こうした他者言及がそ もそ も可能であるためには、この内面化 さ

れた環境が、 システムにとって言及可能 なもの、「現前presence」 であると同時に、捕捉

不可能 なもの、到達不可能 なもの、「過剰excess」 として、その意味で システムにとって

の 「不在」 として も成立 していなければならない、 と指摘する。つま り、内面化 された環

境は、単 にシステムでない ものであるだけでな く、同時にシステムを 「超 える もの」 とし

て も言及 されなければ、そ もそも他者た りえない、 と著者は述べる。環境は本質的にコン

トロール不可能で、 システムにお構いな しに存在 した り変化 した りする ものである、 とシ

ステム内で踏 まえ られてこそ、循環性 の打破 のために所与 としての環境が利用で きるのだ

〔6}再参 入 につ いての 諸論点、 なかで もルーマ ンの システ ム概 念への 諸帰 結 につ いて は、ルーマ ン

(2002=2007)70-98頁 を参照。以下の記述で も、 同書 を参照す る。
σ)ル ーマ ンに よれ ば、パラ ドックスは、 自己言及 と区別が組み合 わ さって、言い換 えれ ば、 自己言

及的 な循環 関係 に否 定が含 まれ る場 合 に生 じる。 例えば、合法/不 法の区 別は、それだ けで はパラ ドック

スを生 じさせ ない。 しか し、それを自己言及的に適用 し、「合法/不 法の 区別 自体 は合法 なのか不法 なのか」

と問 うた瞬間 に、そ れ以上 進 むことので きない決 定不可能性が 生 じて くる。 とい うの も、合法 あるい は不

法の指示 は、合法/不 法 の区別 を、つ まり反対概念 の規定 を通 して初めて有 意味 にな るが、例 えばその区

別 自体 を合 法 と して指示 すれば、 このケー スで何 がこの合法の 反対概 念なの かが 全 く不明 にな り、その指

示は破 綻せ ざるをえないか らであ る。区別を不法 として指示す る場 合に も同 じ問題が生 じて くる。要す るに、

区別 を、 当の区別 を用 いて指示 し、区 別の地位 を問うこ とは原理的 に不可能 であ り、未決の問題 とな らざ

るをえない。 ところで、トー トロジー は 「法 は法 である」 とい う論理形式 をもつが、ここに も固有のパ ラ ドッ

クスが潜 んでいる。 とい うの もここで は法 が二回登場 してお り、同 じものが二つ に分け られて いるか らで

ある。 二つの法が同一なのか異なるのかには答 えられ ない。
〔8)この外的環境 は、当の システムには観 察不可能であ り、外部 観察者だけが観察す るこ とので きる

環境 である。 ただ しこの外 的環境 もまた、それ を観察す る外的観察者の観点 に依存 して いる。

京都社会学年報 第18号(2010)



88 井 口:ル ーマ ン理論の脱構築

と著者は述べ る。換言すれば、ルーマ ンの導入 した他者言及の概念 は内容的に不十分であ

り、著者のいう不在 としての側面 も盛 り込 まれなければならない、 とい うのが著者の提案

である。著者によれば、他者言及 とは、システムの内部で構成 された環境への言及である

と同時に、当の指示対象が過剰、不在であることをも内包するのである。

1-3不 在 としての正義

システム概念、パ ラ ドックス概念 を整理 しつつ、著者が次に取 り組 むのが法の現実、そ

して法 と正義の関係 であ る。 まず著者 は、法の 自己 一脱パ ラ ドックス化 の試みの理論的

再構成 こそがルーマ ン法理論の中心的な課題である点、そ してルーマ ンがこの文脈におい

て、コー ド/プ ログラムの区別、妥当シンボル、裁判所の階層化 など、近代法を特徴づけ

る諸要素、諸区別 を有機的に関連付 けている点に注 目しつつ、その理論構城 を概説 してい

る。

そうした整理の後、著者は、不在概念 を携えて正義の問題に取 り組む。周知の通 り、ルー

マ ン法理論 において正義は、一定の変遷を経なが らも法の内部に位置づけ られてきた。 こ

うした点か ら ドゥル シラ ・コーネルを中心に、ルーマ ンは実定法を超 える価値 を認めず、

法の循環性 ・閉鎖性のみを強調する法実証主義者に過 ぎない、 という批判が提起 されてき

た。著者の議論は、そうしたコーネルの議論 を自身の不在概念によって補強 しつつ、 より

ルーマン内在的に正義の復権 を目指す ものである、と位置付 けることがで きるだろ う(9>。

ところでルーマ ンは 『社会の法』で、正義 を、平等/不 平等の区別か ら成 る、法 システ

ムの偶発性定式 と論 じている。簡単に言 うと正義 とは、類似の法的事例 を等 しく扱 うため

の原理であ り、判決の一貫性 を維持する原理だ とされる。 しか し重要なのは、 ここでの一

貫性 とは、変化 を伴 う、変化の中での一貫性である点だ。すなわちルーマ ンは、正義を法

内部 に位置づ けつつ も、その機能を、現行法の再生産 という法実証主義的な意味合いで捉

えているわけではな く、諸決定の平等性 ・一貫性の基準 自体を反省 し、動態化を促 しつつ、

しか も時代状況に適合 した一貫性 を構築する もの と特徴づけているのである。 とはいえ

コー ネルと同様、著者にとって も、正義が法の内部 にあるとされること自体が正義の還元

として映 る。か くして著者は探求を開始するのである。

さて、以上のようなルーマ ン流の法的正義に対 して、著者は一旦 はルーマンに従いつつ、

正義が法の内部に位置することを認め る。 しか し同時に、かの不在概念 を召喚 しなが ら、

(9}コ ーネルに対す る馬場靖雄 の反論(馬 場1996
,2001)に よれ ば、 そ もそ もコー ネルの議論には誤

解 や飛躍が ある。馬場の指摘 には賛成 で きる し、 また、著 者が コー ネルの飛躍 をそ の まま踏襲 しているわ

けではないが、 ここではこれ以上立 ち入 らない。
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正義は法に とって過剰 な他者で もある、と述べる。正義 は、法の内部にあるとともに外部

にあ り、法の所有物に もかかわ らず、到達不可能なもの、そ して法が自らの内部で 自らを

超 える契機であると著者は解釈するのである(p.92)。

しか しそ もそもなぜ正義 は不在=過 剰だといえるのだろうか。この点 を説明するために

著者は まず、「正義は、 システムの内部で、システムのあ らゆる場所 に適用 されなければ

ならない」qOlと い うルーマ ンの言明に注 目する。そ してこの 「システムのあ らゆる場所」

には、自己言及だけでな く、他者言及も含まれている。 よって正義は内面化 された環境へ

も適用 される、 と著者 は解釈する。そ してそもそも著者 にとって他者言及は不在 を内包す

るので、ここに至って正義 は不在 を内包するというテーゼが提起 されることとなる(11)(p.

93)a

さらに、そ もそも正義 とは複数の システム内に分割された横断的な地平である、 とい う

独 自の見解 を提起することで著者は上述の主張を発展 させる。著者によれば正義 は、様々

な呼称(「 法的正義」「政治的正義」)を 通 じて複数の システム内に痕跡 を残 しつつ も、正

義の本質はそれらの総体であ り続けるので、いか なる特定の システムもその全貌 を観察 し

た り、そこに到達す ることはで きない(p.93)。 この到達不可能性 こそが、個 々の システ

ム内にあ りなが ら特定の システムの論理 には回収 されない脱構築の原動力 を正義 に与え、

この正義=不 在こそが法を内的に脱構築するのだ、 と著者は結論付 ける。

さて、以上の ような議論 を経て、著者は本書後半で環境 カップリングや倫理 というテー

マに切 り込んでい く。 しか しここでそれ らを扱 うことはできないし、重要なのはむ しろ後

半部分の考察の土台となっている諸洞察、すなわち今 までで整理 してきた著者の議論 を慎

重に吟味することであろう。従 って以下では、著者の議論 を批判的に考察する。

qo)ル ーマ ン(1993=2003) 、240-241頁 。
m)差 し当た りここで指摘 するが、そ もそ もこの解釈 が妥当だ とはいえない。 『社 会の法』 では正義が

自己観 察 ・自己記述 に関係 している と明確に述べ られ ているか らだ(239項)。 この 「あ らゆる場所 」 とは、

あ らゆ るプロ グラム=法 規範の こ とを意味 してお り、 ここに環境 が含 まれうる とい う解釈の 余地 はな い。
ヘ へ

ところで、異 なる文脈にお いて、馬場(2001)も 、偶発性 定が無規 定な環境の複雑性 を規定可 能なそれ に

変換す る ものであるが故に、正義 は、無規定 な全体社 会=環 境 に関係する と述べてい る。そ して、「二つの

全体社会」論 を展開 しつつ も、結局は法 と全体社会の狭間に位置する正義について論 じてい る。 しか し、『社

会の法』 第5章 を読 む限 り、偶発性 定式が環境に関連 しなければな らない とは述べ られていない し、正義 は、
ヘ へ

環境 ではな く、む しろ無 規定 な自己の複雑性 に関わる と論 じられてい る。平等/不 平等の 区別 が適用 され

るのは、法的事例で あって、環境 ではないのであ る。 ところで、 この点を確認 した上で正義 と全 体社会の

関係 について さらなる考察 を進 める際、正義 は平等/不 平等の 区別に よって法の コー ドの レベ ルで生 じる

パ ラ ドックス を展開 し法 の統一性 を観察 しようとす るが、その展 開のため には歴 史的、社会構造 的に与え

られた信患性 を利用 する必要があ る、 というルーマ ンの指摘 が注 目に値す るだろう(同 箇所)。 こ うした歴

史的、社会構 造的な要因が 正義の具体 的形式 に及 ぼす影 響 に注 目 して、 さらなる考 察を開始す るこ とも可

能では ないだろ うか。
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2考 察

2-1可 能性の条件の自己観察の不可能性

まず14で 整理 した 「批判的観察」についてである。 ルーマンの社会分析の方法、また

SOの 特徴 ・意義 についての著者の整理 は的確である し、批判理論や現象学、脱構築 など

との比較 によってよ り広い理論的文脈にルーマ ンを位置づけようとしている点は評価 でき

る。 また、SOと いえ ども原初的なパ ラ ドックスを内包 してお り、 こうした事態 に対処 し

つつ 自己反省性 を確保す るには、時間を利用 し様々な区別を用いつつ、振動 し、ポジシ ョ

ンを変転 させる しかない、 とい う説明はその通 りである。

とはいえ、その内容の大部分、そして批判的観察やその位置づけは、『社会の社会2』 第

5章 第21-22節 の論述の要約の域 を出てはお らず、 オリジナ リティの面では希薄である と

いわざるをえない。 また、批判的観察についての説明で、著者は初歩的なミスを犯 してい

る。 というのも著者 は、批判的観察は 自らの行 うセカン ド・オーダーの観察の可能性 の条

件 を自己観察を通 じて反省する、 と述べているが、ルーマ ンにおいて 自己観察 と 「オー ト

ロジカルな推論」 とは概念上区別 されてお り、 自身の観察の可能性の条件 に関係 しうるの

は、前者ではな く後者であるからだ。実際、同書の同箇所で批判的社会学の可能性 として

ルーマ ンが論 じているの も、自己観察ではなく 「反省 されたオー トロジー」の方である く12)。

さらに、仮 に著者が強調 したかったのが 自己観察ではな くオー トロジーだった として も、

批判 的観察を特徴づけるにはそれだけでは不十分である。 なぜ なら、ルーマ ン理論におい

て批判的な視点を可能 にす る枠組みは、ファース ト ・オーダー/セ カン ド・オー ダーの区

別やオー トロジーの概念だけではないか らだ。例 えば、一般的なレベルでい えば等価機能

主義の方法等があるし、 さらに、法システムな ど全体社会の下位 システムの考察では、 と

りわけ内的/外 的(観 察者)の 区別が重要 になるq3)。 従 って、本書が法を対象 としてい

〔12)ルーマ ンの概念 枠組 みに従 えば、 自己観察 は、 システムが 自己 を観察す るこ とを意味するが、そ

こで観 察 され ているのは、 自己/他 者の区別 の一方(従 って、単純化 され た 自己)で あ り、決 してそ の区

別 の統 一性 ・全体性=観 察の可能性 の条件 で はない。 また、別の観点か らいえば システムはそ もそ も自身

の観 察の可 能性 の条件 冨区別の統一性 を「観察」する ことはで きない。そうす れば区別 の自己適用 のパ ラ ドッ

クスに陥 らざるを得 ない し、 だか らこそ、観 察の可能性の 条件 は盲点であ り続 け る。盲点 は観 察不可能 だ

か らこそ盲点なのであ る。 そ してこの点は、理論 自身の可能性の条件 の考察を、オー トロジカルな 「観察 」

ではな くあえて 「(逆)推 論」(同 書、58頁)と ルーマ ンが呼ぶ理 由とも関連 してい るので はないだろうか。

オー トロジーは、理論 が対 象について記述する ことを理論 自身に(推 論的に)適 用する ことを意味する。

〔13)『社 会の社 会』 では まさに全体社会 の理論 の もと 「全体社会の 中で全体 社会 をいか に記述す るか」

とい う問題への対処が 目指 され ていたが故に、 オー トロジー概念が繰 り返 し強調 されていた と考 え られる。

そ して、著者が 自己観察(あ るいはオー トロジー)を 強調す るの は、その議論 に依拠 してい るか らだろ う。

しか し 『社会 の法』 第1章 で はむ しろ、法学 的/社 会学的法理 論の区別の もと、前者が法 の 自己記述 とし

て内的観点 に留 まるの に対 し、 後者は法の外 部か ら外的観 察者 として、法 に とって不可 欠の諸前提 ・原則
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る点 も鑑みると、批判的観察の考察 としては不十分であるし、重要な側面が見逃されてい

るといわざるをえない。 とはいえ、ルーマ ン理論 を保守主義、実証主義等 と結びつける向

きが多少 とも存在することを考えると、ルーマ ン理論 に批判的観察の可能性 を見出そうと

い う著者の努力は、われわれ を新たなルーマ ン理解へ促す一歩 として貴重ではある。

2-2不 在概念の二義性

次に、不在 とい う概念 につ いて、 この概念 がルーマ ン理論の新たな読みに貢献 しうるか

どうかを考察する。 まず は不在概念が もつ多義性 を整理 してお こう。この多義性 は、著者

のいう 「他者言及 には不在=過 剰が随伴す る」 とい う事態は どの観察者か ら見た事態なの

か、 とい う点に関わる。

観察者の候補 としては、1)シ ステム自身、2)外 的観察者があ りうる。1)の 場合では

「環境 は捕捉不可能であ る」 ことが システム自身によって言及 され、2)の 場合 では 「外的

環境 は他者言及 によっては捕捉 されえない」 という意味での環境の過剰性が外的観察者に

よって言及 されている。つ まり不在概念は、 どの観察者を想定するかによって二つの異な

る内容を持つ ことになる。

これ ら二通 りの不在 とい う概念は、それぞれルーマ ン理論 に対 して どう位置づけられる

か。 まず2)の 場合における不在は、作動上の閉鎖性 や構成主義の文脈で論 じられ る、 シ

ステムと外的環境の関係 と完全に一致する。 この場合、不在概念 には特に新 しさがない。

次いで1)の 場合について考える。 まず、言及の性質か らして、「あ らゆる他者言及に不

在=過 剰が付 きまとう」とい う著者の主張は強すぎる。 なぜ なら、 システムが過剰なもの

に関係 しうるのは環境表象の レベルにおいてのみであるはずだが、その レベルではシステ

ムは環境 を過剰 なもの としてだけでな く確実なもの として も表象 しうるため 側、不在=

過剰 を利用す るか どうかは二次的な選択の問題で しかないか らである。次に、過剰 な(又

は過剰でない)環 境への言及 によって脱 トー トロジー/パ ラ ドックス化 を実行す るとい

う戦略は、実はルーマ ンが 「外在化」 として論 じているが、 このとき利用可能な戦略は外

在化 だけではないとされる(15)。つま り、不在は他者言及に必ず随伴す るわけではないし、

に拘 束 されずに、法 自身が問えない法の統一性 を問い うる こと(「不一致の観点」)の 意義 が論 じられていた。

従って、 こう した内的/外 的 の区別に よって可能に なる批 判的な観点の 意義 も十分 に考察 され る必要が あ

るだろ う(も ちろんこの 「外的」 は、 観察対象 のシステムの外部 であって、全体社 会の外部=超 越的位 置

ではない)。

(M>事 実、全体社 会や機 能システムは、いわ ゆる環境 問題や リスクの問題 を通 じて不確実で コン トロー

ル不可能 な環境 について コ ミュニ ケーシ ョンしている。

q5)目 的論化や階層化な どもある。 ルーマ ン(1984=1995)850-5項 を参照 。
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脱 トー トロジー/パ ラ ドックス化のための唯一の戦略で もない。以上か ら、ルーマ ン理論

の読解 において不在概念 を導入す る積極的な理由はない、 と結論せ ざるをえない。

2-3分 裂 しかつ連続 した地平 としての正義 は可能か

正義を不在 として、特定のシステムが到達 しえない分裂 した地平 として特徴づける著者

の議論(1-3を 参照)は 、ルーマ ンの諸前提 を踏まえつつ も、そこか ら一歩踏み出 してシ

ステムにおける正義の内在的な超越の可能性 を新 しい形で模索 している。著者の主張は「正

義はあ らゆるシステムの外部にあ り、 また共有 されている」 とい う点 に集約 されるが、以

下ではこのテーゼを経験的な妥当性 と社会記述の有用 さの観点か ら吟味する(16)。

まず著者のテーゼは、様 々なシステムが正義 に言及 しているという経験的事実 をその主

要 な根拠 としているq7)。 確か に、歴史的に見て も正義は法的文脈 だけでな く、様 々な文

脈で語 られてきた し、ルーマ ン自身 も道徳や政治等が正義について語 る、語 りうることを

認めている 〔18》。この点 を踏まえれば、一見著者の主張は正 しい。

ところが同様に経験 的な事実に 目を向ければ、場面や文脈 に応 じて同一の言葉 でもその

意味内容 は全 く異なる、ということもまた 自明であるし、む しろこち らの方が現実 に即 し

ているのではないだろうか。例 えば 「罪」 という言葉は、裁判で法律家が用いるのか、教

会で宗教家が用いるのか等 によって全 く異 なる意味 をもつ ことは誰 もが認め るであろう。

こうした諸事実に依拠すれば、見かけ上は共有されていても、実際にはどの システムが言

及 し観察するかによって正義は全 く異 なる意味や機能 をもつ ことも十分あ り得る。 もしそ

うだ とす れば、複数の システムに分断された正義は、本質的な点で互いに異 なってお り、

もはや連続 しているとはいえないだろ う。そ して、この点を踏まえて 「それぞれ全 く異な

る正義」 を全体社会の レベルで説明 しようとすれば、やは りルーマ ンのように法や政治等

の機能システムの自律性 に注 目し、それぞれの システムの固有の論理に定位 しつつ、正義

のシステム相対的な意義や機能 を解明す ることが重要となる。

実 は、このような自明の現実 を反映 し理論的に洗練 させたのがルーマ ン理論であるとも

いえる。抽象的で空虚なイメージとは対照的に、ルーマ ンは社会学者 として この ような歴

ヘ ヘ へ

q6)正 義=不 在論では、正義が不在で あるための システム外的 な条件が論 じられ、外 的影響 が システ

ム内に秘 密裏 に入 り込 む経 路 と して不在 が考察 され ている とい える。不在=他 者 言及論 を想起す れば ここ

で不在概 念が曖昧 になってい る し、 ルーマ ン解釈 と して見れば著者 の主張は閉鎖性 テーゼ に抵触せ ざるを

えない。 しか し著者 はむ しろルーマ ン解釈か ら離 れて独 自の主張を展 開 し(よ うとし)て いるので、上記

のような違 った角度か らの吟味を行 う必 要があろう。 とはいえ詳細 な検討は別の機 会に委ね ざるをえない。

㈹ 本書 を読 む限 り、 これ以上の論拠 は提起 されて いない。
q8)ルーマ ン(1993冨2003) 、255頁 。
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史的、経験的現実の解明を目指 し、常 にその説明力を吟味 しなが ら作動上の閉鎖性や機能

分化等の理論構築 を進めてきた といえる。従 って上記の ような社会的現実の側面 を説明す

る上では、ルーマ ン理論は十分有用であ り、著者の ようなや り方でルーマ ンを越 えようと

す ることはむしろその有用性 を損 なう可能性がある。

著者 はルーマ ン理論 を越 えるために一定の事実に依拠するが、一見同一の概念や行為が

どの システムに属するかによって全 く異質であ りうる点 を見逃 しているために、機能分化

した近代社会の現実を説明 しにくくなっている。 また、正義 を法の外部に位置づ けようと

す るあま り、逆 に法内部における正義の固有の意義が見 えに くくなっている。以上の点か

ら、ルーマ ン理論か らの著者の離脱には多 くの飛躍が存在す るし、社会記述の有用 さか ら

いっても著者の方向性 を受け容れる積極的な理由はない といわざるをえない。

おわりに

以上の紹介か ら確認されるように、本書はルーマ ン理論への新たな向き合い方を志 向し

た意欲的な著作ではある。読み解 くだけで も骨の折れるルーマ ン理論をさらに展開 しよう

とす るその姿勢 は、他のルーマ ン研 究者に とって大 きな刺激 となるだろう。 しか し同時

に、著者の議論にはルーマ ン理論の解釈の妥 当性や論理展開の精確 さの点で多 くの問題 も

あるのだった。諸 々の問題の重大 さを考えると、ルーマ ンへの新たなアプローチはまだス

ター ト地点か ら踏み出せていないとさえ言える。 もっともこれは、ルーマ ン理論を展 開 ・

発展 させ ようとす る誰 もが何 らかの形でぶつかる問題 なのか もしれない。その意味で本書

は、ルーマン理論 を外部か ら観察するわれわれにはその盲点 を観察す る可能性が開かれて

いる、 という啓示であると同時に、ただ しその観察はきわめて慎重に行わなければならな

い、 という戒めで もある。
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